
令和３年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金 

（大分県中小企業等外国出願支援事業） 

公募要項 

 

 

一般社団法人大分県発明協会（以下「協会」という。）では、大分県内に事業所を有する中

小企業者等が外国での事業展開等で活用する産業財産権の取得に要する経費の一部を助成し

ます。 

 

１ 助成対象企業 

  中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）第２条第１項第１号から第３号に規定する

中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ（構成員のうち、中小企業者が３

分の２以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者。）並びに商標法（昭和３４年４

月１３日法律第１２７号）第７条の２に規定する「地域団体商標」に係る外国特許庁等への

商標出願については、地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合そ

の他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法（平

成１０年３月２５日法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利活動法人であり、いず

れも以下の要件を満たすものとします。 

 

（１）大分県内に主たる事業所を有するもの。 

（２）知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があるもの。 

（３）助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業

展開を計画しているもの。 

（４）外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有しているもの。 

（５）実施要領及び本要項に定める必要な事項に基づく協会への提出書類について、外国特許

庁への出願業務を依頼する国内弁理士等（選定代理人）の協力が得られるもの又は自ら同

業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できるもの。 

（６）本助成事業実施後の状況調査に対し、積極的に協力するもの。 

  

２ 助成対象出願 

外国特許庁への特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標出願で、下記のいずれかに該

当する出願とします。 

（１）特許 

①申請前に日本国特許庁に国内出願を完了しており、採択後、令和４年１月３１日までに優

先権を主張して外国特許庁に対して行う出願 

②申請前に受理官庁として日本国特許庁に対しＰＣＴ国際出願を完了している案件で、採択

後、令和４年１月３１日までに外国特許庁に対して国内移行を行う案件 

③申請前に受理官庁として外国特許庁に対しＰＣＴ国際出願を完了しており、日本国特許庁

への国内移行も完了している案件で、採択後、令和４年１月３１日までに外国特許庁に対

し国内移行を行う案件 

 



（２）実用新案 

 ①申請前に日本国特許庁に特許出願又は実用新案出願を完了している案件で、採択後、令和

４年１月３１日までに優先権を主張して外国特許庁に実用新案出願を行う案件 

※実用新案に関しては、日本国特許庁に対する特許出願を基礎として優先権を主張して外

国特許庁へ出願することもパリ条約上可能であるため、日本国に対する基礎出願は特許

又は実用新案いずれの出願でも構いません。 

 ②申請前に受理官庁として日本国特許庁に対しＰＣＴ国際出願を完了している案件で、採択

後、令和４年１月３１日までに外国特許庁に対して国内移行を行う案件 

 ③申請前に受理官庁として外国特許庁に対しＰＣＴ国際出願を完了しており、日本国特許庁

への国内移行も完了している案件で、採択後、令和４年１月３１日までに外国特許庁に対

し国内移行を行う案件 

 

（３）意匠 

①申請前に日本国特許庁に意匠出願を完了している案件で、採択後、令和４年１月３１日ま

でに優先権を主張して外国特許庁に直接意匠出願を行う案件 

②申請前に日本国特許庁に意匠出願を完了している案件で、採択後、令和４年１月３１日ま

でに優先権を主張してハーグ出願を行う案件 

③申請前にハーグ出願を予定しており、かつ日本国を指定締約国として指定する予定の案件

で、採択後、令和４年１月３１日までにハーグ出願を行う案件（この場合、申請時には日

本に基礎となる意匠出願がないので、日本を指定締約国に含んでいることが必要です） 

④申請前に日本を指定締約国としたハーグ出願を完了している案件で、採択後、令和４年１

月３１日までに優先権を主張して、当該出願を外国特許庁への出願の基礎となる国内出願

とし、外国出願する案件 

 

（４）商標（冒認対策商標を含む） 

①申請前に日本国特許庁に商標出願又は商標登録を完了している案件で、採択後、令和４年

１月３１日までに外国特許庁に直接商標出願を行う案件 

②申請前に日本国特許庁に商標出願又は商標登録を完了している案件で、採択後、令和４年

１月３１日までにマドプロ出願を行う案件 

③マドプロ出願における事後指定で、指定国や指定商品・役務を追加する案件 

※商標の場合は、日本国特許庁に行っている基礎出願をアルファベット表記又は現地語等に

翻訳している案件も対象となります。 

○冒認対策商標について 

  昨今、日本の地名のみならず、地域ブランドや企業ブランド等が、海外で第三者によっ

て抜け駆け出願されるといった冒認出願問題が深刻化しています。本事業では、「日本に

おいて既に出願又は登録済みの商標に関する第三者による抜け駆け出願」を冒認出願、そ

の対策を目的とした外国への商標出願を「冒認対策商標」と定義付けしています。本事業

では、通常の出願では外国での事業展開計画を求めますが、冒認対策商標では事前に外国

において適時の商標出願をしておくこと自体が将来の事業展開に向けて重要であること

から、冒認出願対策の意志の確認のみで可とします。 

 



（注）外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願がともに、申請者である中小企

業等の名義である必要があります。 

 

３ 助成内容 

【助成対象経費】 

（１）外国特許庁への出願手数料（出願と同時に支払うことのできる費用は対象となります。

（審査請求料、優先権主張料等） 

（２）現地代理人に係る費用 

（３）国内代理人に係る費用 

（４）翻訳に係る費用 

（注１）交付決定日以前に発生・支払った経費は対象となりません。 

（注２）複数国への外国出願に要する経費も助成対象となり、出願の時期は、交付決

定日から令和４年１月３１日の範囲内であれば、時期が異なっても構いませ

ん。 

（注３）共同出願の場合は、出願に関する中小企業の持ち分比率に応じた経費のみが

助成対象となります。ただし、持分割合と負担割合のうち低い方の割合に応

じた経費のみが助成対象となります。 

（注４）日本国内における消費税及び地方消費税は助成対象外となります。 

（注５）日本国特許庁への出願に関する経費、ＰＣＴ出願に要する経費等は助成対象

外となります。 

 

【助成率及び助成限度額】 

 助成率：助成対象経費の１／２以内（千円未満切り捨て） 

１企業に対する助成金の上限額：３００万円 

１出願当たりの助成上限額：特許１５０万円 

実用新案、意匠、商標６０万円 

              冒認対策商標３０万円 

  

４ スケジュール 

  令和３年５月２１日（金）～令和３年６月１８日（金） 受付期間 

  令和３年６月下旬～７月上旬  審査委員会による審査 

  令和３年７月上旬  採択・交付決定 

  令和４年２月１５日 実績報告書提出期限 

  令和４年３月    補助金額の確定及び補助金支払い 

 

５ 申請方法 

  申請に際しては、申請書（特許、実用新案、意匠及び商標の場合は様式１－１、冒認対策

商標の場合は様式１－２）を記入の上、添付書類と合わせて協会へ持参または郵送してくだ

さい。 

  令和３年６月１８日（金）１７：００必着 

  提出書類は、審査の結果を問わず返却致しません。 



 

補助金申請システム「ｊＧｒａｎｔｓ（Ｊグランツ）」の併用について 

・「ｊＧｒａｎｔｓ（Ｊグランツ）」は経済産業省が運営する補助金の電子申請システムで

す。オンラインで申請状況や処理状況が把握できるのに加え、オンライン上で書類のやり取

りが可能になります。 

・機密保持の内容を含む書類は郵送のみの受付となるため、本補助金では郵送と併用する必

要があります。 

・使用には認証システム「ＧビズＩＤ」を取得する必要があります。ＧビズＩＤの取得には、

２～３週間程度の審査期間が必要となりますので、公募開始前からのＧビズＩＤの取得をお

願いします。 

 

 

【書類必要部数】 

・申請書  １部（原本） ５部（写し）  

・添付書類 ６部（写し）申請書１１～１２ページの「添付書類一覧」で確認してください。 

（申請書は、Ａ４サイズ・片面印刷とし、クリップで留めてください。枚数が多いものは両

面印刷でも可。） 

 

 以下の順番に揃えて提出してください。 

①申請書（様式第１－１または様式第１－２） 

②協力承諾書（弁理士へ依頼する場合） 

（様式第１－１ の別紙または様式第１－２の別紙） 

③登記簿謄本（現在事項全部証明書）最新のもの 

④会社の事業概要（パンフレット可） 

⑤役員等名簿（様式第１－１の別添または様式第１－２の別添） 

⑥直近２期分の決算書 

⑦出願書類 

⑧見積書等 

⑨資金計画 

⑩先行技術調査等の結果 

⑪共同出願の場合、持分割合及び費用負担割合 

 

 

【提出先】 

 〒８７０－１１１７  

大分市高江西１丁目４３６１－１０ 

一般社団法人大分県発明協会  

 

６ 選考方法・選考基準 

 協会が設置する審査委員会において、次に掲げる事項を基準として申請者によるプレゼン

テーションを実施し、その結果を基に協会で採択を決定します。 



（１）先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと

判断される出願であること。 

（２）次のいずれかに該当する中小企業者等であること。 

（ア）助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した

事業展開を計画していること 

（イ）助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有してい

ること 

（３）産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 

（４）当該間接補助金の交付を受けた中小企業等においては、実施要領第２３条の規定によ

る査定状況等の報告を協会が確認できること。 

（５）第１号から前号までに規定するもののほか、協会が委員会の承認をもって別に定める 

審査基準 

なお、審査内容や審査結果に関するお問い合わせには回答いたしかねますので、ご了承く 

ださい。 

 

７ 事業実施期間 

（１）実施期間 

   交付決定日から令和４年１月３１日まで 

   ※令和４年１月３１日までに外国特許庁への出願が完了していることが条件となりま

す。 

（２）実績報告書の提出期限 

   令和４年２月１５日までに実績報告書に証拠書類を添えて提出してください。 

 

８ 助成金の支払い 

  助成金の支払いは、精算払いとなります。提出いただいた実績報告書及び証拠書類の内容

により事業の実績を確認した上でお支払いします。 

 

 

９ その他の留意事項 

（１）採択後に申請内容の変更はできません。変更して出願を予定している場合は、申請

書の「８．外国特許庁への出願に関する出願計画の内容」の変更欄に必ず記入してく

ださい。 

（２）審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求

を行ってください。 

（３）本事業により行った外国特許庁への出願については、協会の承認を受けないで自ら

放棄又は取下げ等を行ってはいけません。 

（４）申請者は実施要領（経済産業省）別紙記載の暴力団排除に関する誓約事項について

申請前に確認しなければならず、申請書の提出をもってこれに同意したものとしま

す。 

（５）事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、事業が完了した日の

属する年度の終了後５年間保存してください。 



（６）事業完了翌年より５年間、特許庁が行うフォローアップ調査への協力をお願いしま

す。また、採択案件の外国特許庁への全ての出願について、査定結果を受領するま

で、査定状況報告書を提出する必要があります。 

  

 

【お問い合せ先】 

〒８７０－１１１７ 大分市高江西１丁目４３６１－１０ 

一般社団法人大分県発明協会 担当：飯田 

TEL：０９７－５９６－６１７１  FAX：０９７－５９６－６１８１ 

E-mail：info@oita-hatumei.net 


